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令和６年度教育委員会の概要

（１）教育委員会の趣旨

教育委員会は、地方自治の理念のもとに教育の政治的中立性と安定性を確保す

るために、地方公共団体の長から独立して設置される機関です。教育長及び4人の

委員で構成され、この5人の合議により、教育行政の運営に関する基本方針や重要

施策の決定を行います。

（２）教育委員会制度の仕組み

１） 教育委員会は、学校教育に関わること、社会教育に関わること、文化・

スポーツ等に関わること等の事務を担当する機関として設置されています。

２） 首長から独立した行政委員会としての位置づけです。

３） 教育委員会は、教育行政における重要事項や基本方針を決定し、それに

基づいて教育長が具体的に事務を執行します。

４） 教育長は、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命します。任期は3年

で、再任は可能です。

５） 教育委員は、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命します。任期は4

年で、再任は可能です。

６） 教育長の職務は、教育委員会の会議を主宰すること並びに教育委員会の

意思決定に基づき教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどり、

事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督します。

７） 平成27年度の法律改正により、総合教育会議が設置され、首長と教育委員

会の連携が強化されました。首長と教育委員会が協議･調整をし、教育大綱

の策定を行うなど、教育政策の方向性を共有し、一致して執行にあたるこ

ととなっています。

（３）町教育委員会の教育長及び委員の定数

令和6年12月1日現在、教育長1名、委員定数は4人で以下の通りです。

教育長・委員 氏 名

教育長 小林 敦子

教育長職務代理者（委員） 吉﨑 一紀

委 員 秋山 雅弘

委 員 岩田 望

委 員 小林 弘子
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１，「点検・評価」の趣旨

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（以下「法」という。）の改正（平

成20年4月1日施行）により、すべての教育委員会は、毎年、その教育行政事務の管

理執行状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出す

るとともに、公表することとなっています。

そこで、町教育委員会では、法の趣旨に則り、効果的な教育行政の推進に資する

とともに町民への説明責任を果たすため、「教育委員会の点検・評価」を実施し、報

告書にまとめました。

どのような点検・評価を行うか、また報告書の形式、議会への提出の方法などに

ついては、各教育委員会が実情を踏まえて決定することになっていますので、町教

育委員会で協議を行い作成したものです。

参考

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条(一部略)

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価）

第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行状況につい

て点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出

するとともに、公表しなければならない。

2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては教育に関し学識経験を

有する者の知見の活用を図るものとする。
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２，「点検・評価」の内容等（令和５年度）

（１）「点検・評価」の対象

点検・評価の対象は、教育委員会の活動を勘案して以下の3区分としました。

区分（１）「教育委員会の活動」

教育委員が直接に関与し、また活動している事務

区分（２）「教育委員会が管理・執行する事務」

教育委員会の会議に諮られる事務や教育委員会として執行すべき事務

区分（３）「教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」

教育委員会がその執行を主に教育長に委任する事務

（２）「点検・評価」の方法

点検・評価に当たっては、区分（１）「教育委員会の活動」及び区分（２）「教

育委員会が管理・執行する事務」については、活動や事務内容を明らかにし、点

検・評価を行いました。

また、区分（３）「教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」について

は、事務局の点検・評価を教育委員会で協議し、点検・評価しました。
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３，「点検・評価」事項（令和５年度）

（１）決算書に見る教育予算及び決算状況

令和５年度町予算額、教育費の歳出予算額、歳出決算額、執行率は以下の通り

です。

町予算額 5,742,583,000円

教育費 予算額 1,052,878,000円

決算額 1,008,945,764円

繰越額 0円

予算における教育費の占める割合 18.33％

執行率（繰越明許額を除く） 95.83％

予算に対する執行率は95.83％であり、おおむね計画通りに執行されています。

（２）点検・評価表

区分（１）「教育委員会の活動」、区分（２）「教育委員会が管理・執行する事務」、

区分（３）「教育委員会が管理・執行を主に教育長に委任する事務」は、令和５年

度に取り組んだものを評価したもので、区分（１）、区分（２）は教育委員会で評

価を行いました。

区分（３）については教育委員会で、各委員のコメントをもとに議論し、それ

を点検・評価としてまとめたものです。
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区分（１）教育委員会の活動 

 

（１）教育委員会の会議の運営 

①教育委員会会議の開催 活動指標 12回 

（点検・評価） 

・長野原町教育委員会会議規則により開催。毎月１回、定例的に会議を開催することができた。 

②教育委員会会議の運営上の工夫 活動指標 12回 

（点検・評価） 

・教育委員会開催については、定例会開催前協議会を行い、議題について説明、意見交換を行うな

かで理解を図った。協議、報告の場で各教育委員による研修会、諸行事の参加報告及び意見交換

を行った。 

 

 

（２）教育委員会の議事録の公開、情報発信 

①議事録の公開、広報・広聴活動の状況 活動指標 － 

（点検・評価） 

・会議録の公開請求はなし。会議録はその都度作成した。 

 

（３）教育委員会と事務局との連携 

①教育委員会と事務局との連携 活動指標 12回 

（点検・評価） 

・事務局からの各種情報提供や協議内容に対する事前の協議等を行い、意思疎通を図った。 

 

（４）教育委員会と首長との連携 

①総合教育会議の実施 活動指標 3回 

（点検・評価） 

・総合教育会議を各学期に一度、計3回実施し意見交換を行った。 

・教育大綱の編集を行った。 
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（５）教育委員の自己研鑽 

①研修会等への参加 活動指標 3回 

（点検・評価） 

・群馬県や各種協議会主催の教育委員を対象とした研修会に参加した。 

・教育事務所教育委員会訪問に参加した。 

 

（６）学校及び施設訪問 

①学校訪問 活動指標 延べ34回 

（点検・評価） 

・定例的な学校・こども園への訪問を実施した。 

・合同管内学校等施設所管事務調査を実施した。 

・教育研究発表会や諸行事等へ参加した。 

・各学校・こども園の行事等へ参加した。 

②所管施設への訪問 活動指標 － 

（点検・評価） 

・学校給食センター訪問はセンターの衛生管理を勘案し実施しなかった。 
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区分（２）教育委員会が管理・執行する事務 

 

（１）教育行政の運営に関する基本方針を定めること。 活動指標 1件 

（点検・評価） 

・教育大綱等を受けて改訂・策定した。（長野原町教育行政方針策定） 

（２）教育委員会規則及び要綱等を制定し、又は改廃し、及びこれら

を公布すること。 
活動指標 13件 

（点検・評価） 

・長野原町要保護準要保護児童生徒就学援助費支給要綱の一部を改正する要綱他12件を制定した。 

（３）教育予算その他議会の議決を経るべき事業について町長に意見

を申し出ること。 
活動指標 11件 

（点検・評価） 

・新年度予算及び各補正予算（3回）に関すること等、原案を承認した。 

（４）教育長職務代理者の指名に関すること。 活動指標 1件 

（点検・評価） 

・令和5年6月1日指名。 

（５）教育委員会事務局の職員及び学校その他の教育機関の職員の任

免、懲戒処分又は分限処分を行うこと。 
活動指標 3件 

（点検・評価） 

・町職員（事務局・こども園等）人事異動を承認した。 

・県費負担教職員人事異動内申を同意した。 

・会計年度任用職員採用を承認した。 

（６）教育委員会の所管に属する各種委員会の委員の任命 又は委嘱

に関すること。 
活動指標 4件 

（点検・評価） 

・給食センター運営委員、社会教育委員・公民館運営審議会委員、公民館分館長・公民館分館主事、

スポーツ推進委員を委嘱した。 

（７）教育委員会の認定・決定に関すること。 活動指標 3件 

（点検・評価） 

・要保護及び準要保護児童生徒を認定した。 

・教科書を採択した。 

・次年度の長野原町中学生海外交流事業派遣生を総合教育会議で選定した。 
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（８）文化財を指定、登録すること。 活動指標 － 

（点検・評価） 

・令和５年度なし。 

（９）附属機関に対して重要な諮問をすること。 活動指標 － 

（点検・評価） 

・令和５年度なし。 

（10）教育委員会に対する不服申し立てについて、裁決又は決定を行

うこと。 
活動指標 － 

（点検・評価） 

・令和５年度なし。 

（11）重要な教育財産の取得を町長に申し出、又はその用途を禁止す

ること。 
活動指標 － 

（点検・評価） 

・令和５年度なし。 

（12）教育の事務の管理及び執行の状況について点検及び評価するこ

と。 
活動指標 － 

（点検・評価） 

・区分（１）、区分（２）については教育委員会で評価。区分（３）については、事務局が施策、

事務事業の評価を行い、報告を受けた。 
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位
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千
円
　
　

事
業
名

事
業
の
目
的
・
必
要
性

対
象
者

実
施
期
間

実
施
場
所

予
算
現
額

決
算
額

執
行
率

評
価
及
び
課
題

教
育
委
員
会
運
営
事
業

教
育
行
政
を
処
理
す
る
た
め
の

合
議
制
執
行
機
関
。

教
育
委
員
、
関
係
職
員

年
間

長
野
原
町
役
場
ほ

か
1
,
3
2
4

1
,
0
4
1

7
8
.
6
3

教
育
行
政
執
行
の
た
め
必
要
で
あ
る
。

事
務
局
総
務
一
般

事
務
局
運
営
上
必
要
。

関
係
職
員
等

年
間

教
育
委
員
会
事
務

局
2
4
0
,
3
6
5

教
育
行
政
執
行
の
た
め
必
要
で
あ
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
推
進
事
業

デ
ジ
タ
ル
社
会
に
対
応
で
き
る

児
童
生
徒
の
育
成
を
目
的
と

し
、
G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
構
想
に
よ

り
1
人
1
台
端
末
が
整
備
さ
れ

た
。

管
内
児
童
生
徒

年
間

管
内
小
、
中
学
校

4
,
5
1
9

【
評
価
】

・
授
業
に
お
い
て
多
様
な
活
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。

【
課
題
】

・
端
末
の
更
新
時
の
費
用
負
担
が
懸
念
さ
れ
る
。

廃
校
舎
管
理
事
業

学
校
統
合
に
よ
り
空
き
校
舎
と

な
っ
た
施
設
の
維
持
管
理
に
必

要
な
費
用
を
計
上
し
て
い
る
。

－
年
間

旧
第
一
小

旧
北
軽
小

1
,
1
8
7

【
評
価
】

・
利
活
用
さ
れ
る
ま
で
の
間
の
管
理
が
必
要
。

【
課
題
】

・
法
律
上
、
学
校
以
外
の
利
活
用
の
た
め
の
改
修
に
費
用
が
掛
か

る
。

中
学
生
海
外
派
遣
事
業

本
町
に
お
け
る
国
際
交
流
活
動

の
一
層
の
振
興
を
図
り
、
国
際

性
豊
か
な
人
間
の
育
成
と
友
好

親
善
に
努
め
る
。

管
内
中
学
生

団
長
（
校
長
）

事
務
局
等

8
月
上
旬

　
　
～
中
旬

1
2
日
間

米
国
ﾓ
ﾝ
ﾀ
ﾅ
州

ﾘ
ﾋ
ﾞ
ﾝ
ｸ
ﾞ
ｽ
ﾄ
ﾝ
市

2
4
0

7
3

3
0
.
4
2

【
評
価
】

・
新
型
ｺ
ﾛ
ﾅ
ｳ
ｲ
ﾙ
ｽ
感
染
症
の
た
め
中
止
と
な
っ
た
。

【
課
題
】

・
渡
航
中
の
生
徒
の
安
全
確
保
。

小
学
校
管
理
事
業

教
育
基
本
法
の
理
念
に
則
り
、

小
学
校
管
理
事
業
を
行
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管
内
小
学
校
児
童

年
間

管
内
小
学
校

3
1
,
5
8
8

2
8
,
6
0
4

9
0
.
5
5

【
評
価
】

・
小
学
校
管
理
に
必
要
で
あ
る
。
学
校
運
営
に
充
分
効
果
を
あ
げ

て
い
る
。

【
課
題
】

・
今
ま
で
同
様
に
経
費
を
経
済
的
・
効
率
的
に
活
用
し
最
大
限
の

効
果
を
あ
げ
る
。

小
学
校
振
興
事
業

教
育
基
本
法
の
理
念
に
則
り
、

小
学
校
教
育
振
興
事
業
を
行

う
。

管
内
小
学
校
児
童

年
間

管
内
小
学
校

7
,
1
2
2

5
,
8
0
1

8
1
.
4
5

【
評
価
】

・
小
学
校
教
育
振
興
に
必
要
で
あ
る
。
児
童
の
教
育
に
充
分
効
果

を
あ
げ
て
い
る
。

【
課
題
】

・
今
ま
で
同
様
に
経
費
を
経
済
的
・
効
率
的
に
活
用
し
最
大
限
の

効
果
を
あ
げ
る
。

区
分
（
３
）
教
育
委
員
会
が
管
理
・
執
行
を
教
育
長
に
委
任
す
る
事
務

①
学
校
教
育
事
業

2
5
8
,
3
4
3

9
5
.
2
5
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小
学
校
建
築
費

令
和
6
年
4
月
の
浅
間
小
学
校
開

校
に
向
け
、
旧
西
中
学
校
の
改

修
等
の
整
備
を
行
う
。

管
内
小
学
校
児
童

年
間

管
内
小
学
校

3
8
0
,
3
1
5

3
7
8
,
9
6
1

9
9
.
6
4

【
評
価
】

・
安
全
安
心
に
学
校
生
活
を
送
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
。

【
課
題
】

・
開
校
後
、
追
加
整
備
が
必
要
と
な
る
場
合
も
想
定
さ
れ
る
。

中
学
校
管
理
事
業

教
育
基
本
法
の
理
念
に
則
り
、

中
学
校
管
理
事
業
を
行
う
。

管
内
中
学
校
生
徒

年
間

管
内
中
学
校

1
3
,
3
2
7

1
2
,
5
1
7

9
3
.
9
2

【
評
価
】

・
中
学
校
管
理
に
必
要
で
あ
る
。
学
校
運
営
に
充
分
効
果
を
あ
げ

て
い
る
。

【
課
題
】

・
今
ま
で
同
様
に
経
費
を
経
済
的
・
効
率
的
に
活
用
し
最
大
限
の

効
果
を
あ
げ
る
。

中
学
校
振
興
事
業

教
育
基
本
法
の
理
念
に
則
り
、

中
学
校
教
育
振
興
事
業
を
行

う
。

管
内
中
学
校
生
徒

年
間

管
内
中
学
校

4
,
3
9
2

3
,
9
0
7

8
8
.
9
6

【
評
価
】

・
中
学
校
教
育
振
興
に
必
要
で
あ
る
。
生
徒
の
教
育
に
充
分
効
果

を
あ
げ
て
い
る
。

【
課
題
】

・
今
ま
で
同
様
に
経
費
を
経
済
的
・
効
率
的
に
活
用
し
最
大
限
の

効
果
を
あ
げ
る
。

単
位
：
千
円
　
　

事
業
名

事
業
の
目
的
・
必
要
性

参
加
対
象
者

実
施
期
間

実
施
場
所

予
算
額

決
算
額

執
行
率

評
価
及
び
課
題

こ
ど
も
園
管
理
費

教
育
基
本
法
等
の
理
念
に
則

り
、
こ
ど
も
園
管
理
事
業
を
行

う
。

管
内
園
児

年
間

管
内
こ
ど
も
園

1
2
5
,
5
9
0

1
2
0
,
5
2
6

9
5
.
9
7

【
評
価
】

・
こ
ど
も
園
管
理
に
必
要
で
あ
る
。
運
営
に
充
分
効
果
を
あ
げ
て

い
る
。

【
課
題
】

・
今
ま
で
同
様
に
経
費
を
経
済
的
・
効
率
的
に
活
用
し
最
大
限
の

効
果
を
あ
げ
る
。

こ
ど
も
園
振
興
事
業

教
育
基
本
法
等
の
理
念
に
則

り
、
こ
ど
も
園
教
育
振
興
事
業

を
行
う
。

管
内
園
児

年
間

管
内
こ
ど
も
園

2
,
6
2
9

2
,
3
1
5

8
8
.
0
6

【
評
価
】

・
幼
稚
園
教
育
・
保
育
振
興
に
必
要
で
あ
る
。
園
児
の
教
育
・
保

育
に
充
分
効
果
を
あ
げ
て
い
る
。

【
課
題
】

・
今
ま
で
同
様
に
経
費
を
経
済
的
・
効
率
的
に
活
用
し
最
大
限
の

効
果
を
あ
げ
る
。

預
か
り
保
育
事
業

教
育
課
程
に
関
わ
る
教
育
時
間

終
了
後
、
希
望
す
る
保
護
者
に

対
し
、
延
長
保
育
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
。

管
内
園
児

年
間

管
内
こ
ど
も
園

5
2
5

4
4
6

8
4
.
9
5

【
評
価
】

・
園
児
の
心
身
の
発
達
、
保
護
者
の
子
育
て
支
援
に
充
分
効
果
を

上
げ
て
い
る
。

【
課
題
】

・
保
育
の
無
償
化
以
降
、
多
く
の
家
庭
が
2
号
、
3
号
認
定
と
な
っ

て
い
る
。

②
こ
ど
も
園
事
業
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単
位
：
千
円
　
　

事
業
名

事
業
の
目
的
・
必
要
性

参
加
対
象
者

実
施
期
間

実
施
場
所

予
算
額

決
算
額

執
行
率

評
価
及
び
課
題

学
校
給
食
事
業

園
児
・
児
童
・
生
徒
の
「
生
き

る
力
」
を
育
む
為
に
栄
養
的
に

配
慮
さ
れ
た
安
全
で
美
味
し
い

食
事
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ

り
、
健
康
の
保
持
増
進
に
寄
与

す
る
。

管
内
園
児
・
児
童
・
生

徒
・
教
諭

年
間

学
校
給
食
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

9
3
,
8
1
2

9
0
,
6
2
1

9
6
.
6
0

【
評
価
】

・
令
和
2
年
度
か
ら
調
理
及
び
配
送
業
務
を
民
間
へ
委
託
し
て
い

る
が
、
食
中
毒
な
ど
の
事
故
は
発
生
し
て
お
ら
ず
、
民
間
企
業
の

徹
底
し
た
管
理
体
制
に
よ
る
。

【
課
題
】

・
食
材
費
が
不
安
定
で
予
算
の
見
通
し
を
つ
け
る
こ
と
が
難
し
く

な
っ
て
い
る
。

単
位
：
千
円
　
　

事
業
名

事
業
の
目
的
・
必
要
性

参
加
対
象
者

実
施
期
間

実
施
場
所

予
算
額

決
算
額

執
行
率

評
価
及
び
課
題

社
会
教
育
総
務
一
般

事
務
局
運
営
上
必
要
な
予
算
を

計
上
し
て
い
る
。
主
に
人
件

費
。

関
係
職
員
等

年
間

教
育
委
員
会
事
務

局
5
5
,
6
2
8

教
育
行
政
執
行
の
た
め
必
要
で
あ
る
。

社
会
教
育
事
業

人
権
教
育
や
青
少
年
の
健
全
育

成
の
活
動
の
ほ
か
、
子
ど
も
か

ら
高
齢
者
ま
で
幅
広
い
世
代
が

参
加
で
き
る
機
会
を
提
供
す

る
。

町
民
等

年
間

町
民

1
,
1
2
9

【
評
価
】

・
コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
状
況
が
変
わ
っ
て
き
た
。
事
業
の
必
要
性
や

重
要
度
を
広
く
意
見
を
聞
き
な
が
ら
行
う
必
要
が
あ
る
。

【
課
題
】

・
住
民
の
ニ
ー
ズ
を
捉
え
、
効
果
的
な
事
業
実
施
が
必
要
で
あ

る
。

放
課
後
子
ど
も
教
室
推

進
事
業

こ
ど
も
館
を
活
用
し
、
さ
ま
ざ

ま
な
催
し
を
開
催
。
地
域
の
人

材
に
よ
り
、
遊
び
や
学
び
を
通

じ
て
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
支

え
る
活
動
を
行
う
。

管
内
児
童
生
徒

年
間

町
民

3
2
7

【
評
価
】

・
児
童
の
健
全
な
成
長
の
た
め
必
要
で
あ
る
。

【
課
題
】

・
様
々
な
学
び
や
体
験
の
機
会
を
提
供
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

公
民
館
総
務
一
般

生
涯
学
習
に
関
す
る
事
業
の
ほ

か
吾
妻
郡
内
の
町
村
と
連
携
し

た
事
業
を
行
な
う
。
ま
た
、
＠

長
野
原
図
書
室
の
充
実
と
効
率

化
を
図
る
。

関
係
職
員
等

年
間

町
内

1
1
,
9
8
6

1
0
,
8
8
1

9
0
.
7
8

【
評
価
】

・
コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
状
況
が
変
わ
っ
て
き
た
。
事
業
の
必
要
性
や

重
要
度
を
広
く
意
見
を
聞
き
な
が
ら
行
う
必
要
が
あ
る
。

【
課
題
】

・
住
民
の
ニ
ー
ズ
を
捉
え
、
効
果
的
な
事
業
実
施
が
必
要
で
あ

る
。

6
0
,
7
6
8

9
3
.
9
4

③
学
校
給
食
事
業

④
社
会
教
育
事
業

11



社
会
教
育
施
設
管
理
事

業

社
会
教
育
関
連
施
設
の
貸
し
出

し
に
伴
う
手
続
き
や
維
持
管
理

に
必
要
な
経
費
を
計
上
し
利
用

者
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
。

・
住
民
総
合
セ
ン
タ
ー
、
陶
芸

施
設
等

町
民
等

年
間

町
民

1
,
6
2
6

7
4
8

4
6
.
0
0

【
評
価
】

・
社
会
教
育
施
設
の
維
持
管
理
上
必
要
で
あ
る
。

【
課
題
】

・
町
民
は
無
料
と
し
て
い
る
が
、
光
熱
費
の
一
部
負
担
な
ど
財
源

の
確
保
の
検
討
が
必
要
。

保
健
体
育
総
務
一
般

中
央
小
学
校
プ
ー
ル
の
開
放
事

業
と
し
て
水
泳
教
室
を
開
催

し
、
地
域
住
民
及
び
郡
内
小
、

中
学
生
の
健
康
の
維
持
増
進
を

図
る
。

町
民
等

年
間

町
内

6
,
9
3
5

【
評
価
】

・
水
泳
教
室
事
業
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
委
託
し
て
い
る
が
、
利
用
者

は
増
加
し
て
い
る
。

【
課
題
】

・
経
年
劣
化
に
よ
る
設
備
等
の
更
新
を
計
画
的
に
進
め
る
必
要
が

あ
る
。

保
健
体
育
学
校
教
育
関

係
事
業

学
校
関
係
者
の
健
康
管
理
の
た

め
各
種
健
診
を
実
施
。

管
内
児
童
生
徒
及
び
教

職
員

年
間

管
内
学
校
及
び
こ

ど
も
園

1
,
6
3
5

【
評
価
】

・
学
校
関
係
者
の
健
康
管
理
上
必
要
で
あ
り
、
充
分
効
果
を
あ
げ

て
い
る
。

【
課
題
】

・
今
ま
で
同
様
に
経
費
を
経
済
的
・
効
率
的
に
活
用
し
最
大
限
の

効
果
を
あ
げ
る
。

保
健
体
育
事
業

子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
町
民

の
健
康
と
体
力
の
維
持
増
進
を

図
る
。

・
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
活
動

・
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
活
動
等

管
内
児
童
生
徒
及
び
町

民
等

年
間

町
内
公
共
施
設
等

3
,
1
2
1

1
,
4
8
3

4
7
.
5
2

【
評
価
】

・
コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
状
況
が
変
わ
っ
て
き
た
。
事
業
の
必
要
性
や

重
要
度
を
広
く
意
見
を
聞
き
な
が
ら
行
う
必
要
が
あ
る
。

【
課
題
】

・
住
民
の
ニ
ー
ズ
を
捉
え
、
効
果
的
な
事
業
実
施
が
必
要
で
あ

る
。

総
合
運
動
場
等
管
理
事

業

町
民
の
健
康
・
体
力
の
増
進
や

親
睦
の
場
と
し
て
、
ま
た
、
競

技
技
術
の
向
上
等
に
資
す
る
た

め
施
設
の
維
持
管
理
を
行
う
。

町
民
等

年
間

総
合
運
動
場
、
町

民
広
場

1
2
,
3
7
7

9
,
6
4
1

7
7
.
8
9

【
評
価
】

・
社
会
体
育
施
設
の
維
持
管
理
に
必
要
な
経
費
で
あ
る
。

【
課
題
】

・
施
設
の
安
全
確
保
対
策
や
設
備
更
新
な
ど
計
画
的
な
実
施
が
必

要
で
あ
る
。

1
0
,
9
3
9

7
8
.
3
4
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単
位
：
千
円
　
　

事
業
名

事
業
の
目
的
・
必
要
性

参
加
対
象
者

実
施
期
間

実
施
場
所

予
算
額

決
算
額

執
行
率

評
価
及
び
課
題

文
化
財
保
護
事
業

町
指
定
文
化
財
や
そ
の
他
の
文

化
財
を
保
護
及
び
啓
発
す
る
。

関
係
職
員
等

年
間

町
内

5
,
4
2
5

【
評
価
】

・
文
化
財
に
対
す
る
、
町
の
諮
問
組
織
で
あ
る
文
化
財
調
査
委
員

会
は
町
全
域
の
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
意
見
具
申
等
を
求
め
る

組
織
で
あ
る
た
め
重
要
で
あ
る
。

【
課
題
】

・
町
民
へ
の
P
R
や
保
存
活
用
方
法
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

緊
急
遺
跡
発
掘
調
査
事

業

長
野
原
町
内
で
発
生
し
た
各
種

開
発
事
業
に
対
応
し
て
既
存
の

埋
蔵
文
化
財
を
調
査
し
記
録
保

存
を
す
る
。

関
係
職
員
等

年
間

町
内

6
2
5

【
評
価
】

・
記
録
保
存
す
る
こ
と
で
後
世
に
町
の
文
化
財
を
残
す
。

【
課
題
】

・
資
料
等
を
保
存
、
展
示
す
る
ｽ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ｽ
の
確
保
が
必
要
で
あ
る
。

旧
狩
宿
茶
屋
本
陣
保
存

整
備
事
業

国
の
登
録
有
形
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
る
狩
宿
茶
屋
本
陣
を

保
存
整
備
し
、
後
世
に
遺
し
て

い
く
。

関
係
職
員
等

年
間

町
内

3
,
1
3
5

【
評
価
】

・
柱
や
外
壁
保
護
の
補
修
工
事
を
実
施
し
た
。

【
課
題
】

・
利
活
用
に
つ
い
て
、
地
域
住
民
と
の
検
討
が
必
要
。

文
化
財
保
存
活
用
地
域

計
画
策
定
業
務

文
化
財
保
護
法
で
規
定
さ
れ
る

法
定
計
画
で
町
内
の
無
指
定
文

化
財
を
含
め
、
保
存
活
用
の
計

画
を
策
定
す
る
。

関
係
職
員
等

年
間

町
内

1
,
0
4
7

【
評
価
】

・
資
源
の
掘
り
起
こ
し
と
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

【
課
題
】

・
地
域
住
民
の
声
を
聞
き
な
が
ら
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

町
営
や
ん
ば
天
明
泥
流

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
管
理
事

業

施
設
の
運
営
に
必
要
な
予
算
を

計
上
し
、
維
持
管
理
を
行
う
。

来
場
者
等

年
間

年
間

2
0
,
4
7
9

1
9
,
4
2
5

9
4
.
8
5

【
評
価
】

・
施
設
案
内
や
奉
仕
作
業
な
ど
サ
ポ
ー
タ
ー
の
活
動
が
定
着
し
つ

つ
あ
る
。

【
課
題
】

・
施
設
の
重
要
性
を
広
く
周
知
す
る
広
報
活
動
が
必
要
で
あ
る
。

1
2
,
3
7
5

8
2
.
6
8

⑤
文
化
財
事
業
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